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土
地
所
有
者
・
管
理
者
は
、
建
物
か
ら

十
㍍
く
ら
い
（
草
丈
二
十
㌢
以
上
）
を
刈

り
取
り
、
安
全
な
方
法
で
処
分
し
て
く
だ

さ
い
。

　

消
防
署
は
十
一
月
か
ら
町
内
の
枯
草
繁

茂
地
を
調
べ
、
火
災
予
防
上
危
険
な
場
所

は
刈
り
取
り
を
依
頼
し
ま
す
。

　

建
物
の
近
く
に
枯
れ
草
が
繁
茂
し
て
い

る
場
所
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先
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季
節
が
変
わ
り
、
北
風
が
吹
く
こ
ろ
に

な
る
と
、
青
々
と
し
て
い
た
草
も
い
つ
し

か
枯
れ
草
と
な
り
、
枯
草
火
災
が
発
生
し

や
す
く
な
り
ま
す
。

　

枯
れ
草
は
、
タ
バ
コ
の
投
げ
捨
て
、
子

ど
も
の
火
遊
び
な
ど
の
小
さ
な
火
か
ら
容

易
に
燃
え
広
が
り
ま
す
。

　

特
に
建
物
に
近
い
所
に
繁
茂
し
て
い
る

枯
れ
草
は
危
険
性
が
高
い
の
で
、
消
防
署

で
は
早
い
刈
り
取
り
を
呼
び
か
け
て
い
ま

す
。

　

貯
水
槽
水
道
（
三
階
以
上
の
建
物
な
ど

で
水
圧
が
不
足
す
る
と
こ
ろ
や
、
一
時
的

に
大
量
の
水
を
使
用
す
る
と
こ
ろ
な
ど
、

水
道
水
を
一
度
受
水
槽
に
受
け
、
ポ
ン
プ

に
よ
り
給
水
し
て
い
る
給
水
方
式
）
で
は
、

管
理
の
不
徹
底
に
よ
る
衛
生
上
の
問
題
が

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

貯
水
槽
水
道
の
設
置
者
は
、
年
一
回
は

受
水
槽
の
清
掃
や
定
期
的
に
水
質
検
査
を

を
行
う
な
ど
、
適
正
な
管
理
を
行
い
ま

し
ょ
う
。

　

水
質
検
査
の
結
果
、
健
康
を
害
す
る
恐

れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
給
水
を
停
止

し
、
利
用
者
や
保
健
所
、
役
場
上
下
水
道

課
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
４
０
）


